
改正（案） 現行

●「血色素量」とする。 ●「血液比重」又は「血色素量」

●血色素量を男性１２．５ｇ／ｄＬ以上、女性１２ｇ／ｄＬ以上と
する。

●血色素量１２ｇ／ｄＬ以上

採血可能年齢 ●男性１７歳以上、女性１８歳以上とする。 ●男女１８歳以上

●「血色素量」とする。 ●「血液比重」又は「血色素量」

●血色素量を男性１３ｇ／ｄＬ以上、女性１２．５ｇ／ｄＬ以上と
する。

●血色素量１２．５ｇ／ｄＬ以上

血漿成分採血 血液比重等 ●「血色素量」とする。 ●「血液比重」又は「血色素量」

採血可能年齢
●男性のみ６９歳までとする（ただし、６５歳から６９歳までの
方については、６０歳に達した日から６５歳に達した日の前
日までの間に献血の経験がある方に限る。）。

●男女５４歳まで

血液比重等 ●「血色素量」とする。 ●「血液比重」又は「血色素量」

血小板成分採血

血液比重等２００ｍｌ全血採血

４００ｍｌ全血採血

改正予定項目

血液比重等

採血基準の見直しに係る新旧対照表
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